
国民健康保険事業費納付金から標準保険料(税)率算定までの流れ

各市町村の納付金基礎額

各市町村の納付金①

標準保険料(税)率
※市町村は保険料(税)率設定の際、参考とする。

市町村の個
別事情によ
る減算額
・前期高齢
者交付金等
精算額 等

各市町村で収入する公

費、その他収入②
・保険者努力支援制度
・特定健診等負担金 等

標準保険料(税)率の算定基礎となる額

③＝①－②

市町村の個別事業によ
る加算額
・前期高齢者交付金精
算額等

各市町村の判断により保険料

(税)で集める額④
・保健事業
・特定健診等費用 等

保険料（税）収納率で割り戻して算定

所得水準、被保険者数、医療費
水準等を反映し、市町村ごとに
配分する額

保険料（税）として
集める必要のある額

③＋④
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